
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～山形県消費生活センターニュース～ 

ケロちゃん通信 
2023年７月号 

行楽シーズン到来！ 

子どもの事故を防ぎましょう 

まもなく夏本番、今年は久しぶりに行楽地に出かけることを予定している方も多いと

思います。安全に無理せずレジャーを楽しみましょう。 

遊戯施設での事故 

●遊具の対象年齢や、人数制限、注意事項などをよく確認し、 

ルールを守って遊びましょう。特に幼い子どもには保護者が付き添う 

ようにしましょう。 

水辺での事故 

●立ち入り禁止区域など危険な場所には絶対に近づかないようにし

ましょう。水に入る時は子どもから目を離さず、手の届く範囲で見

守りましょう。川や海では、起こるかもしれない危険を知り、大人

も子どももライフジャケットなどの備えを十分に。 

キャンプなどでの事故 

●慣れない環境で、日常的に使わない道具を使用することを念頭に、

事前の準備と安全対策を念入りに。たき火やこんろなどは必ず屋外の

風通しの良い場所で使用し、炭や着火剤、ガスバーナーなど、火の取

扱いに十分注意しましょう。また、天候の変化にも注意しましょう。 

移動中や滞在先での事故 
●行楽地への移動中の鉄道など公共交通機関利用時や、

自動車に乗車している際、ホテルや親せき宅など、日常

とは異なる滞在先で思わぬ事故に巻き込まれないよう

注意しましょう。 

出典：消費者庁イラスト集より 

楽しい思い出 

作ってケロ！ 

消費者教育推進大使 

県消費生活センター 

キャラクター  

“ケロちゃん” 

もっと詳しい情報は、消費者庁ウェブサイト「行楽シーズン到来！ 

安全にレジャーを楽しみましょう」からどうぞ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受章者 御功績の概要 

石塚
いしづか

 久子
ひ さ こ

さん 

(米沢市消費生活研究

会会長・元山形県消費

生活団体連絡協議会

会長) 

・ 米沢市消費生活研究会会長として、循環型社会を目指した取組、詐

欺被害防止への取組等の消費生活全般に関する活動に取り組んだ。 

・ 山形県消費生活団体連絡協議会において、会長等を歴任し、協議会

の運営指導や構成団体間の連絡調整に努め、山形県民の健康で豊かな

消費生活を実現するための活動に尽力。 

山形県消費生活センター 
〒990-8570  

山形市松波２-8-1（山形県庁２階） 

《相談受付》月曜～金曜 9：00～17：00 

《電話番号》023-624-0999 

 消費者ホットライン１８８番も 

ご利用ください 

 ホームページはこちらから→ 

７月・８月の消費生活法律相談日 

７月５日（水）14：30～16：30 

８月９日（水）14：30～16：30 

 

弁護士が無料でアドバイスします。 

事前予約が必要です。 

 ６月６日に山形県消費生活サポータ

ーの委嘱状交付式が開催され、新たに 12

名の方がサポーターとして委嘱されま

した。 

交付式終了後に行われた研修会では、

サポーター代表として古澤直義さん（河

北町）から日頃の活動内容について発表

していただきました。 

 

消費者庁では、毎年度、消費者支援活動に顕著な功績のあった方々を

「消費者支援功労者」として表彰しています。 

今年度、本県から石塚久子さん（米沢市）が「ベスト消費者サポーター

章（消費者庁長官表彰）」を受章され、５月 24日に県庁で伝達式が行われ

ました。 

 

令和５年度消費者支援功労者表彰を受章 

委嘱状交付式・研修会を 

開催しました 
6月 16・17日、最上川

ふるさと総合公園で開催さ

れた、「やまがた紅王デビュ

ー記念イベント」に参加し

て、エシカル消費のＰＲを

やったケロ！ 

遠足でやってきた幼稚園

のお友達とふれあって、      

    とっても楽しか

ったケロ！ 

 

    ペロリンと一緒

にエシカル消費

をＰＲしたケロ 

 

     

     


